鹿児島市国際交流ボランティア登録制度実施要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、国際交流事業にボランティアとして、積極的な参加を希望する市民に活動の場を提供するとともに、本市の国際化と国際交流の推進を図るために鹿児島市国際交流市民の会（以下「市民の会」という）に国際交流ボランティア登録制度（以下「ボランティア登録制度」という。）を設置することとし、その運営について必要な事項を定める。

（登録分野）

第2条 ボランティアとして登録できる分野（以下「登録分野」という。）は次の各号のいずれかとする。

（1） ホームステイボランティア

外国人を家庭に招待し、寝食を共にする中で普段の家庭生活を体験する機会を通じて相互理解と交流を深めるもの

（2） 語学ボランティア

（ア）通　訳　　国際交流に寄与する会議、イベント等において通訳を行うもの

（イ）ガイド　　観光、企業案内等において外国人に対するガイドを行うもの

（ウ）翻　訳　　外国からの文書、書簡等又は外国への文書、書簡等の翻訳を行うもの

（申込資格）

第3条 ボランティア登録制度に登録することができる者は、次に掲げる資格を満たす者とする。

（1） ボランティア登録制度の趣旨を理解し、国際交流事業への積極的な参加に熱意のある個人及び団体であること。

（2） ホームステイボランティアの登録を希望する者にあっては、家族全員の同意を得ていること、及び原則として外国人ビジター用に1部屋提供できること。

（3） 語学ボランティアの登録を希望する者にあっては、満18歳以上であり、かつ、外国語について日常会話以上の語学力を有していること。

（申込み及び登録）

第4条 ボランティア登録制度への登録希望者は、別に定める登録申込書（様式第1）により市民の会に申し込むものとする。この場合において、複数の登録分野にわたって登録できるものとする。

２．市民の会会長は、申込書類を審査の上、登録を決定する。

（登録期間）

第5条 ボランティアの登録期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。登録期間は、市民の会及び登録者の双方に異議のない限り、登録期間満了後、1年ごとに自動的に更新されるものとする。

（登録の抹消）

第6条 登録者が次の各号の一つに該当すると認められた場合は、登録を取り消すことができるものとする。

（1） 登録者本人から登録取消しの申し出があったとき。

（2） 登録者が死亡したとき。

（3） その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。

（紹介依頼者の資格等）

第7条 登録者の紹介を依頼することができる者は、次の各号の一つに該当する者で、市民の会会長が認めるものとする。

（1） 国及び地方公共団体

（2） 市民の会会員

（3） その他市民の会会長が特に必要と認める者

（紹介の手続き等）

第8条 　紹介を依頼しようとする者は、別に定める紹介依頼申込書（様式第２）により原則として事業実施1ヶ月前までに市民の会へ申し込むものとする。

２．市民の会会長は、申込書を審査の上、登録リストから該当分野の登録者の紹介を行う。

３．前項の依頼を承諾した登録者は、事業終了後、すみやかに別に定める活動報告書（様式第３）を市民の会に提出するものとする。

（費用の負担等）

第９条　　登録者の活動は、原則としてボランティアにより行うものとする。ただし、交通費等ボランティア活動を行うに要する実費につては、紹介依頼者が負担するものとする。

２．紹介依頼者は、事業実施に当たっては依頼を承諾した登録者について、ボランティア保険に加入しなければならない。

（免責等）

第10条 　紹介依頼者は、ボランティア活動期間中に万一事故が生じたときは登録者と誠意をもって解決に当たらなければならない。

２．緊急又は不測の事態で登録者が活動不可能となった場合、市民の会はその責任を負わない。

３．登録者の紹介を受けた依頼者（以下「紹介依頼者」という。）は、登録者と直接依頼交渉をするものとする。

（その他）

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定めるものとする。

　　

　　付　則

　この要綱は、平成3年5月18日から施行する。

鹿児島市国際交流ボランティア登録制度について

標記ボランティア登録制度については、別添え「鹿児島市国際交流ボランティア登録制度実施要綱」に基づき、鹿児島市国際交流市民の会が募集、登録、紹介の事務を行います。

なお、県国際交流協会が「国際交流ボランティア登録制度要綱」に基づき県全体の国際交流団体を対象に登録制度を実施するので、市民の会も１国際交流団体として県の制度に登録します。

また、市民の会が実施する登録制度の紹介等の基準については、県の制度と同じ基準とします。

1． 市民の会の制度と県の制度との相違点

	
	市民の会
	県国際交流協会

	登録分野
	· ホームステイボランティア

· 語学ボランティア
	http://www.synapse.ne.jp/kia/volunteer/system.html


	報酬及び費用の負担
	原則として無報酬。交通費等ボランティア活動を行うに要する実費については紹介を依頼する者の負担。
	


2． 登録分野

· ホームステイボランティア

· 語学ボランティア

· ホームビジット制度については、市観光課で実施している現行制度のまま運用　　　実施し、利用機会の増大を図るため県の登録制度に鹿児島市として団体登録する。

· 日本の伝統芸術紹介、指導については、当面実施しない。

3． 募集対象

登録制度開始当初は、紹介依頼の実績がなく利用者数の把握ができないため、市民の会の個人会員のみを対象とする。（市民の会に加入していない市民からボランティア登録制度に加入申込みがあった場合は、市民の会への入会手続き後登録する。）

